
○
環
境
省
令
第

号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同

法
を
実
施
す
る
た
め
、
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年

月

日

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
省
令

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条

法
第
十
条
の
六
第
二
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
は
、
様
式
第

一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
法
第
十
条
の
六
第
二
項
第
三
号
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
に
関
す
る
実
施
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
（
以
下
「
海
洋
投
入
処
分
期
間
」
と
い
う
。
）

二

海
洋
投
入
処
分
期
間
に
お
い
て
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物
の
数
量



三

海
洋
投
入
処
分
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
を
そ
の
開
始
の
日
以
後
一
年
ご
と
に
区
分
し
た

各
期
間
（
最
後
に
一
年
未
満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
一
年
未
満
の
期
間
を
含
む
。
以
下
「
単
位
期
間
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物
の
数
量

四

廃
棄
物
の
排
出
海
域

五

廃
棄
物
の
排
出
方
法

３

第
一
項
の
申
請
書
に
法
第
十
条
の
六
第
二
項
第
四
号
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
に
関
す
る
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

監
視
の
方
法

二

監
視
の
頻
度

４

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
位
置
及
び
範
囲
を
示
す
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関

す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
）



第
二
条

法
第
十
条
の
六
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の

海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物
の
特
性

二

環
境
の
構
成
要
素
に
係
る
項
目
の
う
ち
、
当
該
廃
棄
物
の
種
類
及
び
特
性
を
勘
案
し
、
当
該
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分

を
す
る
こ
と
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
前
評
価
項
目
」
と
い
う
。
）

三

事
前
評
価
項
目
の
う
ち
、
当
該
廃
棄
物
の
数
量
及
び
特
性
並
び
に
排
出
海
域
の
状
況
を
勘
案
し
、
当
該
廃
棄
物
の
海
洋

投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
海
洋

環
境
影
響
調
査
項
目
」
と
い
う
。
）

四

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
及
び
そ
の
把
握
の
方
法

五

当
該
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
予
測
す
る
た
め
に
把
握
し
た
海
象

、
気
象
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
の
現
況
及
び
そ
の
把
握
の
方
法

六

当
該
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び



当
該
変
化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
の
予
測
の
方
法

七

当
該
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
の
分
析
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
事
前
評

価
の
結
果

八

そ
の
他
当
該
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
し
て
参
考
と
な
る
事
項

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条

法
第
十
条
の
六
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る

書
類
は
、
当
該
廃
棄
物
が
海
洋
投
入
処
分
以
外
に
適
切
な
処
分
の
方
法
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
と
す
る
。

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
の
申
請
手
続
の
細
目
）

第
四
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
環
境
大
臣
が
定

め
る
。

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
証
の
様
式
）

第
五
条

法
第
十
条
の
六
第
六
項
（
法
第
十
条
の
十
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。



）
及
び
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
証
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
に
係
る
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
六
条

法
第
十
条
の
八
第
一
項
第
一
号
（
法
第
十
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
排
出
海
域
及
び

排
出
方
法
に
関
し
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
及
び

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
海
域
又
は
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
を
異
に
す
る
二
以
上
の
廃
棄
物
が
混
合
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
廃
棄
物
に
つ
き
、
こ
れ
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

３

別
表
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
す
る
排
出
は
、
そ
の
排
出
方
法

に
関
す
る
基
準
が
同
表
第
二
号
下
欄
に
規
定
す
る
集
中
式
排
出
方
法
、
同
号
下
欄
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排

出
方
法
又
は
同
号
下
欄
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
が
第
三
号
下
欄
に
規
定
す
る
拡
散
式
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
海
底
に
沈
降
し
、
か
つ
、
堆
積
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

た
い

二

当
該
廃
棄
物
を
少
量
ず
つ
排
出
し
、
か
つ
、
当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
海
中
に
お
い
て
拡
散
す
る
よ
う
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

４

別
表
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
排
出
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、

水
産
動
植
物
の
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
を
避
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
出
海
域
の
監
視
結
果
の
報
告
）

第
七
条

法
第
十
条
の
六
第
一
項
又
は
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
十
条
の
九
第
一
項
（
法
第
十

八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
を
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
結
果
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
を
要
し
な
い
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
軽
微
な
変
更
）

第
八
条

法
第
十
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一

法
第
十
条
の
六
第
二
項
第
二
号
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に



係
る
変
更

二

第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
海
洋
投
入
処
分
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
海
洋
投
入
処
分
期
間
に
お
い
て
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す

る
廃
棄
物
の
数
量
が
増
加
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四

第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
単
位
期
間
に
お
い
て
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物

の
数
量
が
著
し
く
増
加
す
る
場
合
に
限
る
。
）

五

第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

六

第
一
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
っ
て
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
が
減
ぜ
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）

七

第
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
排
出
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
を
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
）

八

第
一
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
っ
て
監
視
の
頻
度
が
低
く
な
る
も
の
に
限
る
。
）

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）



第
九
条

法
第
十
条
の
十
第
一
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物
の
種
類

三

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
条
の
十
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に

及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
項
に
規
定
す
る
環
境

省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。



一

第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
に
関
す
る
実
施
計

画
を
記
載
し
た
書
類

二

第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
位
置
及
び
範
囲
を

示
す
図
面

三

第
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
に

関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
十
条

法
第
十
条
の
十
第
四
項
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
四
号
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物
の
種
類

三

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四

第
八
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十
条
の
六
第
二
項
第
一
号
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に



お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
に
関
す
る
実
施
計

画
を
記
載
し
た
書
類

二

第
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
に

関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
海
洋
施
設
か
ら
の
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
に
係
る
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条

法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
八
第
一
号
（
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
船
舶
に
移
載
し
た
上
で
当
該
船
舶
か
ら
第
六
条
に
規
定

す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
水
底
土
砂
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
四
号
中
欄
に
掲
げ



る
海
域
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
海
洋
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
排
出
方
法
以
外
の
排
出
方
法
に
よ
り
排
出
す

る
こ
と
。

（
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
関
す
る
実
施
計
画
に
係
る
事
項
と
し
て
記

載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

海
洋
施
設
の
廃
棄
の
時
期

二

海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域

三

海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法

３

第
一
項
の
申
請
書
に
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
に
関
す
る
計
画

に
係
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

監
視
の
方
法

二

監
視
の
頻
度



４

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
位
置
及
び
範
囲
を
示
す
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
及
び
廃
棄
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
海
域
に
係
る
基
準

別
表
第
四
号
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
で
あ
る
こ
と
。

二

廃
棄
方
法
に
係
る
基
準

当
該
海
洋
施
設
か
ら
残
油
そ
の
他
の
当
該
海
洋
施
設
の
内
部
に
あ
る
物
が
流
出
せ
ず
、
か
つ

、
当
該
海
洋
施
設
の
全
部
又
は
一
部
が
浮
上
し
、
又
は
移
動
し
な
い
よ
う
な
方
法
で
廃
棄
す
る
こ
と
。

（
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
）

第
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
が

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

環
境
の
構
成
要
素
に
係
る
項
目
の
う
ち
、
廃
棄
を
し
よ
う
と
す
る
海
洋
施
設
の
概
要
を
勘
案
し
、
当
該
海
洋
施
設
の
廃

棄
を
す
る
こ
と
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
前
評
価
項
目
」
と
い
う
。
）



二

事
前
評
価
項
目
の
う
ち
、
当
該
海
洋
施
設
の
概
要
及
び
廃
棄
海
域
の
状
況
を
勘
案
し
、
当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る

こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
海
洋
環
境
影
響
調
査
項

目
」
と
い
う
。
）

三

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
及
び
そ
の
把
握
の
方
法

四

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
予
測
す
る
た
め
に
把
握
し
た
海
象
、
気
象

そ
の
他
の
自
然
的
条
件
の
現
況
及
び
そ
の
把
握
の
方
法

五

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変

化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
の
予
測
の
方
法

六

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
の
分
析
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
事
前
評
価
の
結

果
七

そ
の
他
当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評

価
に
関
し
て
参
考
と
な
る
事
項

（
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）



第
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
六
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
当
該
海
洋
施

設
が
海
洋
に
捨
て
る
方
法
以
外
に
適
切
な
処
分
の
方
法
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
と
す
る
。

（
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
の
申
請
手
続
の
細
目
）

第
十
六
条

第
十
二
条
及
び
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
環
境

大
臣
が
定
め
る
。

（
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
証
の
様
式
）

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
六
第
六
項
（
法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
証
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
棄
海
域
の
監
視
結
果
の
報
告
）

第
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
九

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
結
果
を
環
境
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
を
要
し
な
い
海
洋
施
設
廃
棄
の
軽
微
な
変
更
）



第
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。

一

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
っ
て
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
が

減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）

二

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更

三

第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
っ
て
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
が
減
ぜ
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）

四

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
を
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
）

五

第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
っ
て
監
視
の
頻
度
が
低
く
な
る
も
の
に
限
る
。
）

（
海
洋
施
設
廃
棄
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
条

法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
七
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

海
洋
に
捨
て
よ
う
と
す
る
海
洋
施
設
の
概
要

三

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

２

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
海
洋
施
設
の
廃
棄
を
す
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
関
す
る
実
施
計
画
を

記
載
し
た
書
類

二

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
位
置
及
び
範



囲
を
示
す
図
面

三

第
十
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監

視
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
海
洋
施
設
廃
棄
に
係
る
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
様
式
第
八
号
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

海
洋
に
捨
て
よ
う
と
す
る
海
洋
施
設
の
概
要

三

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

四

第
十
九
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
関
す
る
実
施
計
画
を



記
載
し
た
書
類

二

第
十
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
後
の
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監

視
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
二
条

法
第
十
条
の
六
第
一
項
、
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は

、
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
又
は
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
関
し
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
八
条
第
九
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



（
油
等
の
焼
却
方
法
に
関
す
る
黒
煙
等
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条

油
等
の
焼
却
方
法
に
関
す
る
黒
煙
等
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

（
船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
油
等
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
三
条

船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
油
等
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年

総
理
府
令
第
五
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
南
極
地
域
の
環
境
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

南
極
地
域
の
環
境
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条

削
除

（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
二
十
一
条
第
三
号
及
び
第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
第
十
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

別
表
（
第
六
条
関
係
）

廃
棄
物

排
出
海
域

排
出
方
法

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

Ⅰ
海
域

次
号
下
欄
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す

施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。

る
排
出
方
法
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
。

以
下
「
廃
棄
物
処
理
令
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
四
号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物

( )3

二

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四
号
イ

及
び

Ⅱ
海
域

集
中
式
排
出
方
法
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

( )1

並
び
に
廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
第
一
項
第

要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
を
い
う
。
）
に
よ

( )2四
号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
水
底
土
砂
及

り
排
出
す
る
こ
と
。

( )1

び
次
号
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

比
重
一
・
二
以
上
の
状
態
に
し
て
排
出
す

る
こ
と
。

ロ

粉
末
の
ま
ま
で
排
出
し
な
い
こ
と
。



ハ

当
該
船
舶
の
航
行
中
に
排
出
し
な
い
こ
と

。

三

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四
号
イ

に
掲

Ⅲ
海
域

拡
散
式
排
出
方
法
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

( )2

げ
る
廃
棄
物
の
う
ち
液
状
の
も
の
、
廃
棄
物

要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
を
い
う
。
）
に
よ

処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
四
号
イ

に
掲
げ

り
排
出
す
る
こ
と
。

( )1

る
汚
泥
の
う
ち
有
機
性
の
も
の
及
び
水
溶
性

イ

海
面
下
に
排
出
す
る
こ
と
。

の
無
機
性
の
も
の
並
び
に
同
号
イ

か
ら

ロ

当
該
船
舶
の
航
行
中
に
排
出
す
る
こ
と
。

( )2

( )4

ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物

ハ

一
時
間
当
た
り
の
排
出
量
が
二
千
立
方
メ

ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
排
出
す
る
こ
と

。

四

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定

Ⅳ
海
域

第
二
号
下
欄
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排

め
る
基
準
に
適
合
す
る
水
底
土
砂

出
方
法
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
。

備
考



一

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ⅰ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。

イ

次
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
北
緯
四
十
度
二
十
分
の
線
以
南
で
あ
り
、
か
つ
、
北
緯
四
十
度
の
線
以
北
で
あ
る

海
域

ロ

次
号
ロ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
東
経
百
四
十
三
度
の
線
以
東
で
あ
り
、
か
つ
、
東
経
百
四
十
三
度
二
十
分
の
線
以

西
で
あ
る
海
域

ハ

次
号
ハ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
東
経
百
三
十
四
度
四
十
分
の
線
以
東
で
あ
り
、
か
つ
、
東
経
百
三
十
五
度
の
線
以

西
で
あ
る
海
域

ニ

次
号
ニ
に
掲
げ
る
海
域

ホ

次
号
ヘ
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
北
緯
四
十
一
度
三
十
五
分
の
線
以
南
で
あ
り
、
か
つ
、
北
緯
四
十
一
度
十
五
分
の

線
以
北
で
あ
る
海
域

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ⅱ
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
を
い
う
。

イ

北
緯
四
十
二
度
東
経
百
四
十
七
度
の
点
、
北
緯
四
十
一
度
四
十
分
東
経
百
四
十
七
度
の
点
、
北
緯
四
十
度
五
十
五

分
東
経
百
四
十
五
度
三
十
分
の
点
、
北
緯
三
十
八
度
東
経
百
四
十
五
度
三
十
分
の
点
、
北
緯
三
十
八
度
東
経
百
四
十



五
度
の
点
、
北
緯
四
十
一
度
東
経
百
四
十
五
度
の
点
及
び
北
緯
四
十
二
度
東
経
百
四
十
七
度
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ロ

北
緯
三
十
四
度
五
十
分
東
経
百
四
十
四
度
の
点
、
北
緯
三
十
四
度
二
十
分
東
経
百
四
十
四
度
の
点
、
北
緯
三
十
二

度
東
経
百
四
十
一
度
の
点
、
北
緯
三
十
二
度
三
十
分
東
経
百
四
十
一
度
の
点
及
び
北
緯
三
十
四
度
五
十
分
東
経
百
四

十
四
度
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ハ

北
緯
三
十
度
三
十
分
東
経
百
三
十
九
度
の
点
、
北
緯
三
十
度
五
分
東
経
百
三
十
九
度
の
点
、
北
緯
三
十
度
五
十
分

東
経
百
三
十
五
度
の
点
、
北
緯
二
十
九
度
五
分
東
経
百
三
十
二
度
の
点
、
北
緯
二
十
九
度
三
十
分
東
経
百
三
十
二
度

の
点
、
北
緯
三
十
一
度
十
五
分
東
経
百
三
十
五
度
の
点
及
び
北
緯
三
十
度
三
十
分
東
経
百
三
十
九
度
の
点
を
順
次
結

ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ニ

北
緯
二
十
四
度
二
十
分
の
線
、
東
経
百
二
十
八
度
二
十
分
の
線
、
北
緯
二
十
四
度
の
線
及
び
東
経
百
二
十
八
度
の

線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ホ

北
緯
三
十
六
度
二
十
四
分
東
経
百
三
十
一
度
三
十
五
分
の
点
、
北
緯
三
十
六
度
八
分
東
経
百
三
十
一
度
二
十
一
分

の
点
、
北
緯
三
十
六
度
十
四
分
東
経
百
三
十
一
度
十
一
分
の
点
、
北
緯
三
十
六
度
三
十
分
東
経
百
三
十
一
度
二
十
五



分
の
点
及
び
北
緯
三
十
六
度
二
十
四
分
東
経
百
三
十
一
度
三
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海

域
ヘ

北
緯
四
十
三
度
三
十
分
東
経
百
三
十
八
度
三
十
五
分
の
点
、
北
緯
四
十
度
二
十
分
東
経
百
三
十
七
度
十
五
分
の
点

、
北
緯
四
十
度
二
十
分
東
経
百
三
十
六
度
五
十
三
分
の
点
、
北
緯
四
十
度
二
十
六
分
東
経
百
三
十
六
度
四
十
七
分
の

点
、
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
東
経
百
三
十
八
度
五
分
の
点
及
び
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
東
経
百
三
十
八
度
三
十
五
分

の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ⅲ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
の
領
海
の
基
線
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す

る
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
を
い
う
。
た
だ
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東
海
岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度

東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
か
ら
南
緯
二
十
四
度
四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
に
至
る
部
分
に
係
る
基
線

は
、
南
緯
十
一
度
東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
、
南
緯
十
度
三
十
五
分
東
経
百
四
十
一
度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯
十
度

東
経
百
四
十
二
度
の
点
、
南
緯
九
度
十
分
東
経
百
四
十
三
度
五
十
二
分
の
点
、
南
緯
九
度
東
経
百
四
十
四
度
三
十
分
の

点
、
南
緯
十
度
四
十
一
分
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、
南
緯
十
三
度
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、
南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十

六
度
の
点
、
南
緯
十
七
度
三
十
分
東
経
百
四
十
七
度
の
点
、
南
緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
二
度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯



二
十
四
度
三
十
分
東
経
百
五
十
四
度
の
点
及
び
南
緯
二
十
四
度
四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん

だ
線
を
い
う
。
）
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超
え
る
海
域
を
い
う
。

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ⅳ
海
域
」
と
は
、
す
べ
て
の
海
域
（
本
邦
の
領
海
の
基
線
か
ら
そ
の
外
側
五
十
海
里
の
線
を
超

え
な
い
海
域
の
う
ち
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
そ
の
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
て
環
境
大
臣
が
指

定
す
る
海
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。


